
他地域における宿泊税の概要
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海外における宿泊税の状況
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出典：「観光文化238号：インバウンド時代の観光振興財源」（公財）日本交通公社、2018年
https://www.jtb.or.jp/wp-content/uploads/2018/07/bunka238-04.pdf

●宿泊費100ドルに対して宿泊客が支払う料金総額比較（2018年4月時点）●アメリカでの宿泊税の比較（2018年4月時点）

https://www.jtb.or.jp/wp-content/uploads/2018/07/bunka238-04.pdf


海外における宿泊税の状況
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ハワイにおける宿泊税の税率が2％あるいは2＄であった場合の税収の比較
ハワイ州では、1987年より定率方式による宿泊税を導入。観光政策としては、数ではなく質の向上を目指した観光振興策を展開。
下図は、ハワイ州の観光客数や宿泊税の実績をもとに、定額方式と定率方式での税収推移を比較したもの。仮に2010年時点でハワイ
州が定額方式を採択していた場合、2017年までの8年間で、その税収の伸び率は定率方式を大きく下回り、＄20ミリオン（22億円）
以上の減収となっていた可能性が示された。

資料：（公財）日本交通公社作成



海外における宿泊税の状況
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出典：「観光文化238号：インバウンド時代の観光振興財源」（公財）日本交通公社、2018年
https://www.jtb.or.jp/wp-content/uploads/2018/07/bunka238-04.pdf

●ヨーロッパでの宿泊税の比較（2018年4月時点）

https://www.jtb.or.jp/wp-content/uploads/2018/07/bunka238-04.pdf


他地域の使途（倶知安町の例）

出典：「倶知安町宿泊税徴収の手引（宿泊税事務取扱要領）」（倶知安町,2019.5.9）
https://www.town.kutchan.hokkaido.jp/file/contents/3128/33407/syukuhakuzeitebiki.pdf

宿泊税によって得られた税収は、観光客満足度の底上げと再び「倶知安」を訪れていただ くため、
本町が抱える課題の解決に使用。
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他地域の使途（金沢市の例）

想定される分野と個別施策（案）を提示。具体的施策については予算編成の際に要望も踏まえながら検討。

出典：金沢市ホームページ
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/11001/index11.html
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他地域の使途（京都市の例）

観光客増加の課題への対応。大分野を提示し、個別施策については各年度で確定。府HPでは、過去に宿泊
税を財源として取組んだ具体的事業と事業規模を公開。

出典：京都市ホームページ
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000236942.html
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他地域の使途（福岡市の例）

出典：福岡市宿泊税に関する調査検討委員会
報告書http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/66120/1/hokokusyo.pdf?20181129113331

目的税である宿泊税については，福岡市観光振興条例に基づく施策に要する 費用に充てることとしているが，そ
れに加え，①新規事業，②既存事業の拡充， ③新規事業又は拡充した既存事業の継続，④その他予見すること
が難しく，緊急性かつ必要性が認められる事業，に充てることが適当であると考える。
また，宿泊事業者を特別徴収義務者として指定した場合，行政側の徴収の便宜 のために，新たな事務やその経
費負担を課すこととなるため，宿泊税導入先行自治体と同様，その経費の一部を支援する制度を設けることを検討
してはどうか。 なお，今後必要となる観光振興策については，九州のゲートウェイ都市機能強化等の観点から，重
要性や優先度が高い事業を選択した。
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他地域の使途（福岡市の例）

出典：福岡市宿泊税に関する調査検討委員会
報告書http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/66120/1/hokokusyo.pdf?20181129113331

条例に規定する
施策

事業イメージ（福岡市観光振興条例案補足資料より）

観光産業の振興
（第６条）

観光に関する産業の生産性の向上及び観光振興に寄与する人材の育成に必要な施策の実施その他の観
光に関する産業の振興に必要な施策に取り組む。
（観光に係る人材の確保及び育成／キャッシュレス化／ＩｏＴ活用の推進等 ）

受入環境の整備
（第７条）

国内外からの旅行者が安心して，安全かつ快適に過ごすことができるよう，観光を取り巻く情勢の変化に対
応した受入環境の整備その他の必要な施策に取り組む。
（外国人旅行者対応（多言語対応，トイレ洋式化，急患対応等）／観光案内機能の充実／Ｗｉ－Ｆｉの充実
／市内の回遊性向上／バリアフリー化／宿泊事業者に対する支援等）

観光資源の魅力
の増進等
（第８条）

国内外からの旅行者の来訪の促進を図るため，地域の食，歴史，文化，自然その他 の観光資源の魅力の
増進及び新たな観光資源の発見，国内外に向けた魅力の発信その他の必要な施策に取り組む。
（食，歴史，文化，自然等を活かした 魅力づくり／ナイトタイムの魅力向上／ファミリー層向けコンテンツの
充実等 ）

ＭＩＣＥの振興
（第９条）

ＭＩＣＥ（国際会議その他の多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントをいう。）の受入環境の整備，誘
致体制の強化その他のＭＩＣＥの振興に必要な施策に取り組む。
（ＭＩＣＥの受入環境の整備／誘致体制の強化等）

持続可能な観光
の振興
（第 10 条）

宿泊施設に関する法令の適切な運用の確保，良質な宿泊施設に係る情報の提供その 他の市民生活との
調和に配慮した持続可能な観光振興に必要な施策に取り組む。
（市民及び旅行者の安全安心の確保のための取組／健全な民泊推進のための取組（違法民 泊への対策）
／旅行者増加による市民生活への影響緩和策等）

福岡市議会において可決された福岡市観光振興条例で規定する宿泊税を財源と した施策，事業イメージ
及びそれに対応する市の主な取り組みは下記のとおり。
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他地域の使途（大阪府の例）

出典：http://www.pref.osaka.lg.jp/toshimiryoku/syukuhakuzei/

大阪府では、2017年1月1日から法定外目的税として宿泊税を導入。大阪が世界有数の国際都市として発展して
いくことを目指し、都市の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に充当している。具体的には、旅行者の受
入環境の整備や大阪の魅力向上・国内外へのプロモーションの推進といった事業に取り組んでいる。
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観光客と地域住民相互の目線に立った

受入環境整備の推進
魅力づくり

及び戦略的なプロモーションの推進

◆旅行者への観光案内、情報提供の充実・強化
○ 旅行者にとって必要な情報を簡単に入手できるようにするための環境整備
○ 旅行者が容易に行きたい場所に行けるようにするための環境整備
（わかりやすい多言語表示や案内の実施、
観光案内機能や情報入手のための環境整備の充実 等）

◆大阪での滞在時間を快適に過ごすための取組み
○ 旅行者と地域住民との相互理解の促進のための事業
○ 宿泊施設の確保に向けた事業
○ 宿泊施設や観光地における快適性や満足度を高めるための事業
○ 府域の移動利便性向上のための事業

◆旅行者の安全・安心の確保
○ 旅行中の災害時対応等、旅行者の不安を解消し、安心感を高めるため
の事業

◆魅力溢れる観光資源づくり
○ 国内外から集客できる新たな魅力づくりやしかけの推進

並びに府域における既存の魅力資源の更なる活用

◆効果的な誘客促進
○ 更なる誘客促進に向けた観光に関するマーケティングリサーチ
の強化
○ 積極的かつ効果的な大阪の魅力の情報発信

http://www.pref.osaka.lg.jp/toshimiryoku/syukuhakuzei/


他地域における宿泊税導入の検討スケジュール
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京都市 倶知安町 福岡市

京都市住みたい・訪れたいまちづくりに係る財源の在り方に関する検討委員会

●第1回 2016/8/4
⑴ 諮問（「住みたい・訪れたいまちづくりに係る財源の在り方について」）
⑵ 住みたい・訪れたいまちづくりに係る現状と課題
⑶ 住みたい・訪れたいまちづくりに係る財源の在り方を考えるに当たっての前提

●第2回 2016/11/9
⑴ 住みたい・訪れたいまちづくりに係る現状と課題（補足説明）
⑵ 住みたい・訪れたいまちづくりに係る財源確保の方向性
ア 負担を求める理由（財源の使途等）
イ 負担を求める手法

●第3回 2016/12/12
⑴ 住みたい・訪れたいまちづくりに係る財源確保の方向性
ア 負担を求める理由（財源の使途等）
イ 負担を求める手法
⑵ 住みたい・訪れたいまちづくりに係る財源確保の方法案の取りまとめ
ア 中間取りまとめ案の検討

●第4回 2017/2/13
⑴ 関係者ヒアリング
ア 「駐車場への駐車」関係
京都駐車協会，全京都駐車場協会

イ 「別荘の所有」関係
京都府宅地建物取引業協会，全日本不動産協会京都府本部

ウ 「宿泊」関係
京都府旅館ホテル生活衛生同業組合，日本ホテル協会京都支部

⑵ 中間取りまとめで挙げられた財源確保の方法に係る具体策の議論

●第5回 2017/3/30
答申骨子（案）の議論
●第6回 2017/5/10
答申案（パブリックコメント案）の議論
●第7回 2017/7/21
パブリックコメントの結果を踏まえた答申案の議論

倶知安町法定外税にかかる有識者会議

●第1回 2017/11/28
１．宿泊税導入に係る検討について
２．宿泊税導入に係る期待、課題について

●第2回 2018/2/14
１．冬季観光客アンケートの実施結果につ
いて
２．倶知安町の宿泊税の制度設計につい
て（特に税率と免税範囲について）

●第3回 2019/4/11
１．前回委員会の議論整理
２．取組み課題について
３．倶知安町宿泊税制度について

●第4回 2018/7/19
１．前回委員会の議論整理
２．倶知安町宿泊税条例（案）について
３．その他

●第5回 2018/11/7
「倶知安町宿泊税徴収の手引」素案につい
て説明
１．現状報告とパブリックコメントの結果の報
告
２．倶知安町宿泊税徴収の手引き（未定
稿 施行前説明用）について

福岡市宿泊税に関する調査検討委
員会

●第1回 2018/10/3 
１．福岡市宿泊税に関する調査検
討委員会の概要説明及び会議の公
開について
２．福岡市観光振興条例及び検
討経緯について
３．福岡市の観光振興の現状につ
いて
４．福岡市の民泊の現状について
５．宿泊税の課税要件について

●第2回 2018/10/24
１．宿泊事業所へのアンケート結果
のまとめ
２．福岡市の今後の観光振興につ
いて
３．福岡市における宿泊税の課税
要件について（福岡市の宿泊税の
考え方）

●第3回 2018/11/27
１．「宿泊税の考え方について
（案）」に係る意見募集の結果につ
いて
２．福岡市宿泊税に関する調査検
討委員会報告書（案）

出典：各市町のHPより


